
第
七
十
八
号
議
案

市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
に
、「
第
二
百
四
十

三
条
の
二
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
三

号
中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号

中
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ニ
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
七
十
九
号
議
案

仙
台
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
二
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
」
の
下
に
「
。
第
十
五
条
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
」

を
加
え
る
。

第
十
五
条
中
「
三
十
一
万
五
千
円
」
を
「
政
令
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
平
均
給
与
額
の
三
十
日
分
に
相
当

す
る
金
額
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
（
政
令
の
改
正
に
際
し
定
め
ら
れ
た
同
条
の
規
定
に
係
る
経
過
措
置
の
規
定
の
適

用
に
係
る
葬
祭
補
償
の
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
経
過
措
置
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
平
均
給
与
額
の
三
十
日
分
に
相

当
す
る
金
額
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
）」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
改
正
を
考
慮
し
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
に
係
る
葬
祭
補
償
の
額
の
算
定
に
お

い
て
同
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
額
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
八
十
号
議
案

仙
台
市
幼
稚
園
型
、
保
育
所
型
及
び
地
方
裁
量
型
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定

の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
幼
稚
園
型
、
保
育
所
型
及
び
地
方
裁
量
型
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

仙
台
市
幼
稚
園
型
、
保
育
所
型
及
び
地
方
裁
量
型
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年

仙
台
市
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
三
十
五
人
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
仙
台
市
幼
稚
園
型
、
保
育
所
型
及
び
地
方
裁
量
型
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の

要
件
を
定
め
る
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
の
園
児
の
数
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

理　

由

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
を
考
慮

し
、
幼
稚
園
型
、
保
育
所
型
及
び
地
方
裁
量
型
の
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
一
学
級
当
た
り
の
園
児
の
数
の
基
準
を
改
め

る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
八
十
一
号
議
案

仙
台
市
太
陽
光
発
電
事
業
の
健
全
か
つ
適
正
な
導
入
、
運
用
等
の
促
進
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
太
陽
光
発
電
事
業
の
健
全
か
つ
適
正
な
導
入
、
運
用
等
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
太
陽
光
発
電
事
業
の
健
全
か
つ
適
正
な
導
入
、
運
用
等
の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
仙
台
市
条
例
第
三

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
に
向
け
て
」
を
「
と
自
然
環
境
の
保
全
と
の
両
立
を
図
る
た
め
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
八
号
中
「
行
わ
れ
る
」
の
下
に
「
太
陽
光
発
電
施
設
の
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七

号
中
「
チ
ま
で
」
を
「
ヌ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、

同
号
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ　

水
道
水
源
保
全
区
域
（
本
市
の
水
道
事
業
に
係
る
集
水
区
域
を
い
う
。
）

ヌ　

森
林
地
域

第
二
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六　

特
定
事
業
者　

事
業
者
の
う
ち
、
事
業
区
域
内
に
含
ま
れ
る
森
林
地
域
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
森
林
の
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
面
積
が
規
則
で
定
め
る
面
積
以

上
又
は
事
業
区
域
内
に
含
ま
れ
る
森
林
地
域
に
設
置
す
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
合
計
出
力
が
規
則
で
定
め
る
出
力
以

上
の
太
陽
光
発
電
事
業
を
行
う
も
の
を
い
う
。

第
四
条
第
一
項
中
「
遵
守
し
な
け
れ
ば
」
を
「
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
等
（
事
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

居
住
す
る
地
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
者
及
び
太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
に
よ
り
自
然
環
境
、
生
活
環
境
又
は
景
観
そ

の
他
の
地
域
環
境
に
著
し
い
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
域
に
居
住
す
る
者
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
附
則
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
情
報
提
供
等
の
地
域
と
の
良
好
な
関
係
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
、
環
境
を
保
全
す
る
た
め
の
対
策
の
実
施
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

事
業
者
は
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
一
項
前
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
た
だ
し
書
の
許
可
（
以
下
「
設
置
許
可
」
と
い
う
。
）
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
設
置
許
可
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
地
域
住
民
等
に
対

し
、
太
陽
光
発
電
事
業
の
計
画
（
以
下
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
の
内
容
等
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

事
業
者
は
、
太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
に
係
る
苦
情
、
被
害
、
紛
争
等
が
生
じ
た
と
き
は
、
自
ら
の
責
任
と
負
担
に

お
い
て
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第
六
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
配
慮
書
の
提
出
等
）

第
六
条
の
二　

特
定
事
業
者
は
、
事
業
計
画
の
策
定
の
段
階
に
お
い
て
、
当
該
事
業
計
画
の
ほ
か
、
事
業
区
域
内
に
含
ま

れ
る
森
林
地
域
の
面
積
が
第
二
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
面
積
未
満
か
つ
事
業
区
域
内
に
含
ま
れ
る
森
林
地
域
に
設

置
す
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
合
計
出
力
が
同
号
の
規
則
で
定
め
る
出
力
未
満
と
な
る
事
業
計
画
（
第
四
号
及
び
第
五
号

に
お
い
て
「
他
の
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
計
画
に
基
づ
く
太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
が

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
実
施
し
よ
う
と
す
る
太
陽
光

発
電
事
業
に
係
る
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
段
階
環

境
配
慮
書
（
以
下
「
配
慮
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
定
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二　

太
陽
光
発
電
事
業
の
名
称
、
目
的
及
び
内
容

三　

太
陽
光
発
電
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
区
域
そ
の
他
の
当
該
太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響

を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
（
第
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
関
係
地
域
」
と
い
う
。
）
の
範
囲

及
び
そ
の
概
況

四　

他
の
事
業
計
画
の
内
容

五　

事
業
計
画
及
び
他
の
事
業
計
画
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
も
の

六　

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項

（
配
慮
書
の
公
告
及
び
縦
覧
）

第
六
条
の
三　

市
長
は
、
配
慮
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
、
配
慮
書
の
縦
覧
の
場
所
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
事
項
を
公
告
し
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
、
配
慮
書
を
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
慮
書
説
明
会
の
開
催
等
）

第
六
条
の
四　

特
定
事
業
者
は
、
前
条
の
縦
覧
期
間
内
に
、
当
該
太
陽
光
発
電
事
業
に
係
る
配
慮
書
に
記
載
さ
れ
た
関
係

地
域
内
に
お
い
て
、
配
慮
書
の
記
載
事
項
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
説
明
会（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
配
慮
書
説
明
会
」

と
い
う
。
）
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
関
係
地
域
内
に
配
慮
書
説
明
会
を
開
催
す
る
適
当
な
場

所
が
な
い
と
き
は
、
市
長
と
協
議
の
上
、
当
該
関
係
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

特
定
事
業
者
は
、
配
慮
書
説
明
会
を
開
催
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
催
を
予
定
す
る
日
時
及
び
場
所
を
定
め
、
市
長
に

通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
配
慮
書
説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
公
告
を
し
た
配
慮
書
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
配
慮
書
説
明
会
を
開
催
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

４　

特
定
事
業
者
は
、
配
慮
書
説
明
会
を
開
催
し
た
と
き
は
そ
の
概
要
を
、
開
催
し
な
か
っ
た
と
き
は
そ
の
理
由
を
、
書

面
に
よ
り
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
等
）

第
六
条
の
五　

配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
及
び
創
造
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
、
第
六
条
の
三
の
公
告
の
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日
か
ら
、
同
条
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
特
定
事
業
者
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

特
定
事
業
者
は
、
前
項
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
速
や
か
に
、
同
項
の
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
及
び
同
項
の

意
見
書
の
写
し
（
意
見
書
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
）
を
市
長
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
市
長
の
意
見
）

第
六
条
の
六　

市
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
、
特
定
事
業

者
に
対
し
、
配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
及
び
創
造
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
は
、
前
条
第
一
項
の
意
見
に
配
意
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
仙
台
市
環
境
影

響
評
価
審
査
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
当
該
意
見
の
内
容
を
公
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

特
定
事
業
者
は
、
第
一
項
の
市
長
の
意
見
に
つ
い
て
の
特
定
事
業
者
の
見
解
を
記
載
し
た
書
類
を
、
市
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

特
定
事
業
者
は
、
第
一
項
の
市
長
の
意
見
及
び
第
二
項
の
仙
台
市
環
境
影
響
評
価
審
査
会
の
意
見
を
勘
案
す
る
と
と

も
に
、
前
条
第
一
項
の
意
見
に
配
意
し
、
事
業
計
画
の
内
容
を
再
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。

（
配
慮
書
手
続
の
特
例
）

第
六
条
の
七　

市
長
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
よ
り
、
第
六
条
の

二
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
配
慮
書
手
続
」
と
い
う
。
）
の
目
的
が
達

成
さ
れ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
配
慮
書
手
続
を
簡
略
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
配
慮
書
手
続
の
簡
略
化
の
内
容
は
、
特
定
事
業
者
か
ら
の
申
出
に
基
づ
き
、
市
長
が
決
定
す
る
。

（
他
の
法
令
等
に
よ
る
手
続
と
の
関
係
）

第
六
条
の
八　

環
境
影
響
評
価
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
書
の
送
付
又
は

仙
台
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す

る
方
法
書
の
提
出
（
特
定
事
業
者
が
す
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
配
慮
書
手
続
が
完
了
し
た
後
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
の
変
更
の
場
合
の
手
続
）

第
六
条
の
九　

第
六
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
（
第
六
条
の
三
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
事
業
計
画
の
変
更
で
あ
っ
て
事
業

区
域
内
に
含
ま
れ
る
森
林
地
域
の
面
積
が
第
二
条
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
面
積
以
上
又
は
事
業
区
域
内
に
含
ま
れ
る

森
林
地
域
に
設
置
す
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
合
計
出
力
が
同
号
の
規
則
で
定
め
る
出
力
以
上
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
も

の
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
設
置
規
制
区
域
内
へ
の
設
置
）

第
七
条　

設
置
規
制
区
域
内
に
お
い
て
は
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
市

長
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
第
一
項
中
「
前
条
の
許
可
（
以
下
「
設
置
許
可
」
と
い
う
。
）」
を
「
設
置
許
可
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。
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５　

附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
者
が
事
業
計
画
を

変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
、附
則
第
十
四
項
の
規
定
は
当
該
者
が
太
陽
光
発
電
事
業
の
譲
渡
等
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
十
四
条
中
「
と
き
」
の
下
に
「（
当
該
事
業
計
画
に
係
る
事
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
設
置
規
制
区
域
内
に
あ
る

場
合
を
除
く
。
）」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
係
る
太
陽
光
発
電
事
業
」
の
下
に
「（
事
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
設
置
規
制
区
域
内
に
あ

る
も
の
を
除
く
。
）」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７　

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置

許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
場
合
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
を
届
け
出
た
者
の
地
位
を
承
継
す

る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
す
る

ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、「
第
十
七
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
速
や
か
に
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
撤
去
及
び
処
分
」
を
「
廃
棄
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

事
業
者
は
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
撤
去
に
伴
い
発
生
す
る
廃
棄
物
の
処
理
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
太
陽
光
発
電
事
業

の
廃
止
に
要
す
る
費
用
（
次
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
廃
棄
等
費
用
」
と
い
う
。
）
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
保
証
金
の
預
入
及
び
質
権
の
設
定
等
）

第
十
九
条
の
二　

設
置
許
可
申
請
者
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
太
陽
光
発
電
事
業
に
係
る
廃
棄
等
費
用
の
額
に
相
当
す

る
現
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
保
証
金
」
と
い
う
。
）
を
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
を
預
け
入
れ
た
者
は
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
、

当
該
保
証
金
に
係
る
預
金
債
権
に
つ
い
て
本
市
を
質
権
者
と
す
る
質
権
を
設
定
す
る
契
約
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
当

該
質
権
に
つ
き
、
本
市
に
対
抗
要
件
を
備
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

保
証
金
の
額
は
、
規
則
で
定
め
る
。

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
事
業
計
画
を
変
更
す
る
場
合
（
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
す
る
場
合
を
除

く
。
）に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中「
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
」

と
あ
る
の
は
、「
変
更
許
可
を
受
け
た
後
（
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
届
出
を

し
た
後
）、
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
証
金
の
使
途
）

第
十
九
条
の
三　

市
長
は
、
事
業
者
が
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
命
令
に
係

る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
災
害
の
発
生
の
防
止
又
は
環
境
の
保
全
に
著
し
い
支
障
が

生
じ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
市
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
自
ら
当
該
命
令
に
係
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講

じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
（
廃
棄
等
費
用
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当

該
事
業
者
が
預
け
入
れ
た
保
証
金
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
証
金
の
額
が
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
の
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
市
長
は
、
そ
の
差

14



額
を
当
該
事
業
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
質
権
設
定
契
約
の
解
除
）

第
十
九
条
の
四　

市
長
は
、
第
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第
十
七
条
第
七
項
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
並
び
に
附
則
第
五
項

及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者
が
太
陽
光
発
電
施
設
の
廃
棄
を
完
了

し
た
場
合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
期
報
告
）

第
十
九
条
の
五　

事
業
者
は
、
太
陽
光
発
電
施
設
の
廃
棄
が
完
了
す
る
ま
で
、
毎
年
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
年
度
の
維
持
管
理
等
の
状
況
、
保
険
へ
の
加
入
の
状
況
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附
則
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」
を
加
え
る
。

附
則
中
第
十
四
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
三
項
を
第
十
六
項
と
す
る
。

附
則
第
十
二
項
中
「
既
存
事
業
者
が
」
を
「
既
存
事
業
者
（
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
附
則

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
、「
届
け
出
な
け
れ
ば
」

を
「
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
第
十
三
条
の
誓
約
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に

改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
既
存
施
設
の
変
更
許
可
に
関
す
る
規
定
等
の
適
用
）

15　

既
存
施
設
の
う
ち
、
設
置
規
制
区
域
の
変
更
に
よ
り
事
業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
設
置
規
制
区
域
内
に
あ
る
こ
と

と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
六
項
た
だ
し
書
中
「
施
行
日
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
規
制
区
域
の
変
更
に
よ
り
事

業
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
設
置
規
制
区
域
内
に
あ
る
こ
と
と
な
る
日
」
と
、
附
則
第
七
項
中
「
第
十
一
条
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
附
則
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

附
則
第
十
一
項
中
「
施
行
日
か
ら
」
を
削
り
、「
に
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
を
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則

第
十
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
既
存
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の
加
入
）

13　

前
項
の
既
存
事
業
者
以
外
の
既
存
事
業
者
は
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
を
廃
止
す
る
日
ま
で
の
間
、
損
害
賠
償
責
任

保
険
、
火
災
保
険
、
地
震
保
険
そ
の
他
必
要
な
保
険
へ
の
加
入
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
中
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
の
前
の
見
出
し
を
削

り
、
同
項
を
第
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
既
存
施
設
の
維
持
管
理
等
）」
を
付
す
る
。

附
則
第
六
項
中
「
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
及
び
」
を

「
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
条
（
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第

十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
並
び
に
」
に
、「
、「
附
則

第
六
項
」
を
「「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、「
の
許
可
」」
の
下
に
「
と
、
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
当
該
太
陽
光
発
電

施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
」と
あ
る
の
は「
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
後
、速
や
か
に
」」

を
加
え
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。

附
則
第
五
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
既
存
施
設
の
変

更
許
可
）」
を
付
す
る
。
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附
則
第
四
項
中
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
を
「
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
初
め
て
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第

十
三
条
の
誓
約
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

第
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
十
七

条
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
が
太
陽
光
発
電
事
業
の
譲
渡
等
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
す
る

ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
太
陽
光
発
電
事
業
の
健
全
か
つ
適
正
な
導
入
、
運
用
等
の
促
進
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
太
陽
光
発
電
事
業
の
実
施
に
係
る
苦
情
、
被
害
、
紛
争
等
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

３　

改
正
後
の
条
例
第
六
条
の
二
か
ら
第
六
条
の
九
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
七
条
た
だ
し
書

若
し
く
は
第
九
条
第
一
項
又
は
改
正
後
の
条
例
附
則
第
六
項
（
改
正
後
の
条
例
第
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
次
項
に
お
い
て
「
設
置
許
可
等
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
な
さ
れ
る
太
陽
光
発

電
施
設
に
係
る
事
業
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

改
正
後
の
条
例
第
十
九
条
の
二
（
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
改
正
後
の
条
例
第
十
七
条
第
七
項
、
第
十
九

条
の
二
第
四
項
並
び
に
改
正
後
の
条
例
附
則
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
か
ら
第
十
九

条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
設
置
許
可
等
の
申
請
又
は
改
正
後
の
条
例
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
四
条
若

し
く
は
改
正
後
の
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
る
太
陽
光
発
電
施
設
に
係
る
事
業
者
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

５　

改
正
後
の
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
事
由
が
生

じ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

理　

由

太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
規
制
区
域
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
太
陽
光
発
電
事
業
の
事
業
者
に
対
す
る
義
務
を
見
直
す

等
の
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

16



第
八
十
二
号
議
案

仙
台
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
仙
台
市
陸
上
競
技
場
及
び
」
を
「
仙
台
市
根
白
石
温
水
プ
ー
ル
、
仙
台
市
葛
岡
温
水
プ
ー
ル
、
仙

台
市
中
田
温
水
プ
ー
ル
、
仙
台
市
鶴
ケ
谷
温
水
プ
ー
ル
、
仙
台
市
水
の
森
温
水
プ
ー
ル
及
び
仙
台
市
陸
上
競
技
場
（
第
十

五
条
に
お
い
て
「
仙
台
市
陸
上
競
技
場
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
仙
台
市
陸
上
競
技
場
」
を
「
仙
台
市
陸
上
競
技
場
等
」
に

改
め
、
同
条
第
七
項
中「
自
ら
仙
台
市
陸
上
競
技
場
」を「
自
ら
仙
台
市
陸
上
競
技
場
等
」に
、「
、
仙
台
市
陸
上
競
技
場
」

を
「
、
当
該
ス
ポ
ー
ツ
施
設
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
⎝二十一
の
表
を
削
り
、
別
表
第
一
の
一
⎝二十二
の
表
を
別
表
第
一
の
一
⎝二十一
の
表
と
し
、
別
表
第
一
の
一
⎝二十三
の
表
を

別
表
第
一
の
一
⎝二十二
の
表
と
し
、
別
表
第
一
の
一
⎝二十四
の
表
を
別
表
第
一
の
一
⎝二十三
の
表
と
し
、
別
表
第
一
の
一
⎝二十五
の
表
か
ら
別

表
第
一
の
一
⎝二十八
の
表
ま
で
を
削
り
、
別
表
第
一
の
一
⎝二十九
の
表
を
別
表
第
一
の
一
⎝二十四
の
表
と
し
、
別
表
第
一
の
一
⎝三十
の
表
か

ら
別
表
第
一
の
一
⎝四十
の
表
ま
で
を
五
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
備
考
第
九
号
中
「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
」
を
「「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
」」
に
、「
営

利
を
目
的
と
す
る
場
合
」
を
「「
営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
」」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
表
仙
台
市
根
白
石
温
水
プ
ー
ル
の
項
及
び
仙
台
市
葛
岡
温
水
プ
ー
ル
の
項
か
ら
仙
台
市
水
の
森
温
水

プ
ー
ル
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
備
考
中
「
一
回
」
を
「「
一
回
」」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
十
五
条
関
係
）

一　

専
用
使
用
す
る
場
合

㈠　

仙
台
市
根
白
石
温
水
プ
ー
ル

�

使
用
時
間

使
用
区
分�

午
前

（
午
前
十
時
～
午
前
十
二
時
）

午
後

（
午
後
一
時
～
午
後
五
時
）

夜
間

（
午
後
六
時
～
午
後
八
時
）

温
水
プ
ー
ル

四
七
、
六
〇
〇
円

九
五
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
八
〇
〇
円

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

一
、
二
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

㈡　

仙
台
市
葛
岡
温
水
プ
ー
ル

�

使
用
時
間

使
用
区
分�

午
前

（
午
前
十
時
～
午
前
十
二
時
）

午
後

（
午
後
一
時
～
午
後
五
時
）

夜
間

（
午
後
六
時
～
午
後
八
時
）

温
水
プ
ー
ル

四
七
、
六
〇
〇
円

九
五
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
八
〇
〇
円
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㈢　

仙
台
市
中
田
温
水
プ
ー
ル

�

使
用
時
間

使
用
区
分�

午
前

（
午
前
十
時
～
午
前
十
二
時
）

午
後

（
午
後
一
時
～
午
後
五
時
）

夜
間

（
午
後
六
時
～
午
後
八
時
）

温
水
プ
ー
ル

四
七
、
六
〇
〇
円

九
五
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
八
〇
〇
円

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

一
、
二
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

㈣　

仙
台
市
鶴
ケ
谷
温
水
プ
ー
ル

�

使
用
時
間

使
用
区
分�
午
前

（
午
前
十
時
～
午
前
十
二
時
）

午
後

（
午
後
一
時
～
午
後
五
時
）

夜
間

（
午
後
六
時
～
午
後
八
時
）

温
水
プ
ー
ル

四
七
、
六
〇
〇
円

九
五
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
八
〇
〇
円

㈤　

仙
台
市
水
の
森
温
水
プ
ー
ル

�

使
用
時
間

使
用
区
分�

午
前

（
午
前
十
時
～
午
前
十
二
時
）

午
後

（
午
後
一
時
～
午
後
五
時
）

夜
間

（
午
後
六
時
～
午
後
八
時
）

温
水
プ
ー
ル

四
七
、
六
〇
〇
円

九
五
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
八
〇
〇
円

㈥　

仙
台
市
陸
上
競
技
場

使
用
区
分

金
額
（
一
時
間
当
た
り
）

競
技
場

陸
上
競
技
に
使
用

す
る
場
合

入
場
料
を
徴
収
し
な

い
場
合

一
般

一
、
七
〇
〇
円

小
学
生
・
中
学

生
・
高
校
生

八
九
〇
円

入
場
料
を
徴
収
す
る

場
合

一
般

五
、
三
〇
〇
円

小
学
生
・
中
学

生
・
高
校
生

二
、
六
〇
〇
円

ア
マ
チ
ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ
に
使
用
す

る
場
合

入
場
料
を
徴
収
し
な

い
場
合

営
利
を
目
的
と

し
な
い
場
合

五
、
三
〇
〇
円

営
利
を
目
的
と

す
る
場
合

八
、
六
〇
〇
円

入
場
料
を
徴
収
す
る

場
合

営
利
を
目
的
と

し
な
い
場
合

一
六
、
一
〇
〇
円
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営
利
を
目
的
と

す
る
場
合

二
六
、
九
〇
〇
円

そ
の
他
の
ス
ポ
ー

ツ
に
使
用
す
る
場

合

入
場
料
を
徴
収
し
な

い
場
合

営
利
を
目
的
と

し
な
い
場
合

六
、
一
〇
〇
円

営
利
を
目
的
と

す
る
場
合

一
〇
、
一
〇
〇
円

入
場
料
を
徴
収
す
る

場
合

営
利
を
目
的
と

し
な
い
場
合

一
七
、
八
〇
〇
円

営
利
を
目
的
と

す
る
場
合

二
九
、
七
〇
〇
円

ス
ポ
ー
ツ
以
外
の

催
物
に
使
用
す
る

場
合

入
場
料
を
徴
収
し
な

い
場
合

営
利
を
目
的
と

し
な
い
場
合

一
八
、
四
〇
〇
円

営
利
を
目
的
と

す
る
場
合

三
〇
、
七
〇
〇
円

入
場
料
を
徴
収
す
る

場
合

営
利
を
目
的
と

し
な
い
場
合

五
三
、
五
〇
〇
円

営
利
を
目
的
と

す
る
場
合

八
九
、
三
〇
〇
円

会
議
室
⑴

八
一
〇
円

会
議
室
⑵

四
五
〇
円

会
議
室
⑶

八
一
〇
円

会
議
室
⑷

一
、
一
〇
〇
円

特
別
室

四
、
六
〇
〇
円

備
考一　

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
使
用
時
間
に
係
る
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

　

イ�　

午
前
・
午
後
（
午
前
の
使
用
時
間
の
開
始
時
～
午
後
の
使
用
時
間
の
終
了
時
） 　

午
前
及
び
午
後
の
額
の

合
計
額

　

ロ�　

午
後
・
夜
間
（
午
後
の
使
用
時
間
の
開
始
時
～
夜
間
の
使
用
時
間
の
終
了
時
） 　

午
後
及
び
夜
間
の
額
の
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合
計
額

　

ハ�　

全
日
（
午
前
の
使
用
時
間
の
開
始
時
～
夜
間
の
使
用
時
間
の
終
了
時
） 　

午
前
、
午
後
及
び
夜
間
の
額
の

合
計
額

二　

使
用
時
間
が
本
表
に
定
め
る
使
用
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
時
間
割
計
算
は
、
行
わ
な
い
。

三　

温
水
プ
ー
ル
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
本
表
に
定
め
る
使
用
時
間
を
超
え
て
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

超
え
る
分
（
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
額
に
係
る
使
用
時
間
を

除
く
。
）
に
係
る
額
は
、
本
表
に
定
め
る
額
の
時
間
割
計
算
に
よ
る
額
の
二
割
増
し
の
額
（
そ
の
額
に
十
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

四　

温
水
プ
ー
ル
の
一
部
を
専
用
使
用
す
る
場
合
の
額
は
、当
該
専
用
使
用
す
る
割
合
に
応
じ
て
算
定
し
た
額（
そ

の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。

五　

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
本
表
に
定
め
る
使
用
時
間
内
の
使
用
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
係
る
時
間
が

本
表
に
定
め
る
使
用
時
間
に
満
た
な
い
と
き
は
、
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
に
係
る
額
は
、

前
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
一
時
間
当
た
り
の
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
。
）
に
そ
の
使
用
に
係
る
時
間
（
そ
の
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
そ

の
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
時
間
に
切
り
上
げ
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

六　

競
技
場
を
準
備
等
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
の
額
は
、
本
表
に
定
め
る
額
の
二
分
の
一
の
額
と
す
る
。

七　

温
水
プ
ー
ル
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、会
議
室
又
は
特
別
室
を
物
品
若
し
く
は
権
利
の
販
売
若
し
く
は
有
償
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
の
宣
伝
行
為
そ
の
他
の
営
利
の
目
的
に
使
用
す
る
場
合
の
額
は
、
本
表
に
定

め
る
額
の
三
倍
の
額
と
す
る
。

八　

附
帯
設
備
に
係
る
額
は
、
市
長
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
と
す
る
。

二　

個
人
使
用
す
る
場
合

使
用
区
分

金
額

仙
台
市
根

白
石
温
水

プ
ー
ル

温
水
プ
ー
ル

一
般

二
時
間
ま
で
の
分�

五
九
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

二
九
〇
円

小
学
生
・
中
学

生

二
時
間
ま
で
の
分�

二
三
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

一
一
〇
円

ト
レ
ー
ニ
ン

グ
室

一
般

一
回
に
つ
き�

二
四
〇
円

中
学
生

一
回
に
つ
き�

一
二
〇
円
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仙
台
市
葛

岡
温
水

プ
ー
ル

温
水
プ
ー
ル

一
般

二
時
間
ま
で
の
分�

五
九
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

二
九
〇
円

小
学
生
・
中
学

生

二
時
間
ま
で
の
分�

二
三
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

一
一
〇
円

仙
台
市
中

田
温
水

プ
ー
ル

温
水
プ
ー
ル

一
般

二
時
間
ま
で
の
分�

五
九
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

二
九
〇
円

小
学
生
・
中
学

生

二
時
間
ま
で
の
分�

二
三
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

一
一
〇
円

ト
レ
ー
ニ
ン

グ
室

一
般

一
回
に
つ
き�

二
四
〇
円

中
学
生

一
回
に
つ
き�

一
二
〇
円

仙
台
市
鶴

ケ
谷
温
水

プ
ー
ル

温
水
プ
ー
ル

一
般

二
時
間
ま
で
の
分�

五
九
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

二
九
〇
円

小
学
生
・
中
学

生

二
時
間
ま
で
の
分�

二
三
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

一
一
〇
円

仙
台
市
水

の
森
温
水

プ
ー
ル

温
水
プ
ー
ル

一
般

二
時
間
ま
で
の
分�

五
九
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�
二
九
〇
円

小
学
生
・
中
学

生

二
時
間
ま
で
の
分�

二
三
〇
円

二
時
間
を
超
え
る
分
（
一
時
間
ま
で
ご
と
）�

一
一
〇
円

仙
台
市
陸

上
競
技
場

競
技
場

一
般

一
時
間
当
た
り�

一
三
〇
円

小
学
生
・
中
学

生
・
高
校
生

一
時
間
当
た
り�

六
〇
円

備
考�　一　

「
一
回
」
と
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
に
お
け
る
連
続
し
た
使
用
を
い
う
。
た
だ
し
、

市
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

競
技
場
の
使
用
に
係
る
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
時
間
に
一
時
間
に
満
た
な
い
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
時
間
に
切
り
上
げ
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、附
則
第
三
項
の
規
定
は
、公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
な
さ
れ
た
仙
台
市
根
白
石
温
水
プ
ー
ル
、

仙
台
市
葛
岡
温
水
プ
ー
ル
、
仙
台
市
中
田
温
水
プ
ー
ル
、
仙
台
市
鶴
ケ
谷
温
水
プ
ー
ル
及
び
仙
台
市
水
の
森
温
水
プ
ー

ル
（
同
項
に
お
い
て
「
仙
台
市
根
白
石
温
水
プ
ー
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
施
設
の
使
用
の
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

改
正
後
の
仙
台
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
の
規
定
に
よ
る
仙
台
市
根
白
石
温
水
プ
ー
ル
等
の
施
設
の
利
用
の
た
め
必
要

な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

理　

由

根
白
石
温
水
プ
ー
ル
等
に
お
け
る
利
用
料
金
制
の
導
入
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
所
要
の
規
定
の
整

備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
八
十
三
号
議
案

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
岩
切
山
崎
今
市
東
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

愛
子
南
地

区
整
備
計

画
区
域

近
隣
サ
ー

ビ
ス
Ａ
地

区

ア
　
住
宅
 

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

エ
　
工
場
（
店
舗
等
の
内
に
附
設
さ
れ
る

作
業
場
を
除
く
。
）

オ
　
法
別
表
第
2
（
と
）
項
第
4
号
に
掲

げ
る
危
険
物
貯
蔵
施
設
又
は
危
険
物
処

理
施
設

カ
　
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
，
ぱ
ち
ん
こ
屋
，
射

的
場
，
勝
馬
投
票
券
発
売
所
，
場
外
車

券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

キ
　
自
動
車
教
習
所

ク
　
床
面
積
の
合
計
が
15平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
畜
舎

ケ
　
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

コ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）

サ
　
劇
場
，
映
画
館
，
演
芸
場
若
し
く
は

観
覧
場
又
は
展
示
場
，
遊
技
場
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
も
の

で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が
10,000平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

500平
方

メ
ー
ト
ル

す
べ
て
の
道
路
	

（
隅
切
を
除
く
。
）

1
メ
ー
ト

ル
以
上

愛
子
南
地
区
整
備
計
画
区
域

仙
台
市
青
葉
区
下
愛
子
字
稲
荷
前
，
同
字
観
音
，
同
字
観
音
堂
，
同
字
志
出
，
同

字
葉
前
場
及
び
同
字
峯
岸
前
の
各
一
部

23



　
え
る
も
の

シ
　
店
舗
，
飲
食
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

3,000平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ス
　
自
動
車
修
理
工
場
（
店
舗
等
の
内
に

附
設
さ
れ
，
か
つ
，
そ
の
作
業
場
の
床

面
積
の
合
計
が
300平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の
を
除
く
。
）

セ
　
風
営
法
第
2
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ

る
営
業
，
同
条
第
5
項
の
性
風
俗
関
連

特
殊
営
業
又
は
同
条
第
13項
の
接
客
業

務
受
託
営
業
を
営
む
も
の

近
隣
サ
ー

ビ
ス
Ｂ
地

区

ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

エ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

オ
　
工
場
（
店
舗
等
の
内
に
附
設
さ
れ
る

作
業
場
を
除
く
。
）

カ
　
法
別
表
第
2
（
と
）
項
第
4
号
に
掲

げ
る
危
険
物
貯
蔵
施
設
又
は
危
険
物
処

理
施
設

キ
　
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
，
ぱ
ち
ん
こ
屋
，
射

的
場
，
勝
馬
投
票
券
発
売
所
，
場
外
車

券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ク
　
自
動
車
教
習
所

ケ
　
床
面
積
の
合
計
が
15平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
畜
舎

コ
　
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

サ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）

シ
　
劇
場
，
映
画
館
，
演
芸
場
若
し
く
は

観
覧
場
又
は
展
示
場
，
遊
技
場
そ
の
他

500平
方

メ
ー
ト
ル

す
べ
て
の
道
路

（
隅
切
を
除
く
。
）

1
メ
ー
ト

ル
以
上

24



　
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
も
の

で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が
10,000平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の

ス
　
店
舗
，
飲
食
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

5,000平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

セ
　
自
動
車
修
理
工
場
（
店
舗
等
の
内
に

附
設
さ
れ
，
か
つ
，
そ
の
作
業
場
の
床

面
積
の
合
計
が
300平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の
を
除
く
。
）

ソ
　
風
営
法
第
2
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ

る
営
業
，
同
条
第
5
項
の
性
風
俗
関
連

特
殊
営
業
又
は
同
条
第
13項
の
接
客
業

務
受
託
営
業
を
営
む
も
の

近
隣
サ
ー

ビ
ス
Ｃ
地

区

ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

エ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の

オ
　
工
場
（
店
舗
等
の
内
に
附
設
さ
れ
る

作
業
場
を
除
く
。
）

カ
　
法
別
表
第
2
（
と
）
項
第
4
号
に
掲

げ
る
危
険
物
貯
蔵
施
設
又
は
危
険
物
処

理
施
設

キ
　
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
，
ぱ
ち
ん
こ
屋
，
射

的
場
，
勝
馬
投
票
券
発
売
所
，
場
外
車

券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ク
　
自
動
車
教
習
所

ケ
　
床
面
積
の
合
計
が
15平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
畜
舎

コ
　
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

サ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

500平
方

メ
ー
ト
ル

す
べ
て
の
道
路

（
隅
切
を
除
く
。
）

1
メ
ー
ト

ル
以
上
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も
の
を
除
く
。
）

シ
　
劇
場
，
映
画
館
若
し
く
は
演
芸
場
又

は
展
示
場
，
遊
技
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用

途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

10,000平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ス
　
店
舗
，
飲
食
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

3,000平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

セ
　
自
動
車
修
理
工
場
（
店
舗
等
の
内
に

附
設
さ
れ
，
か
つ
，
そ
の
作
業
場
の
床

面
積
の
合
計
が
300平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の
を
除
く
。
）

ソ
　
風
営
法
第
2
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ

る
営
業
，
同
条
第
5
項
の
性
風
俗
関
連

特
殊
営
業
又
は
同
条
第
13項
の
接
客
業

務
受
託
営
業
を
営
む
も
の

商
業
業
務

地
区

ア
　
住
宅

イ
　
兼
用
住
宅

ウ
　
共
同
住
宅
，
寄
宿
舎
，
下
宿
又
は
長

屋

エ
　
学
校
，
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校

オ
　
図
書
館

カ
　
神
社
，
寺
院
，
教
会
そ
の
他
こ
れ
ら
	

に
類
す
る
も
の

キ
　
公
衆
浴
場

ク
　
病
院

ケ
　
工
場
（
店
舗
等
の
内
に
附
設
さ
れ
る

作
業
場
を
除
く
。
）

コ
　
法
別
表
第
2
（
ぬ
）
項
第
4
号
に
掲

げ
る
危
険
物
貯
蔵
施
設
又
は
危
険
物
処

理
施
設

サ
　
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
，
ぱ
ち
ん
こ
屋
，
射

的
場
，
勝
馬
投
票
券
発
売
所
，
場
外
車

500平
方

メ
ー
ト
ル

す
べ
て
の
道
路

（
隅
切
を
除
く
。
）

1
メ
ー
ト

ル
以
上
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別
表
第
九
岩
切
山
崎
今
市
東
地
区
整
備
計
画
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
券
売
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

シ
　
ホ
テ
ル
又
は
旅
館

ス
　
自
動
車
教
習
所

セ
　
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

ソ
　
自
動
車
車
庫
（
建
築
物
に
附
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）

タ
　
劇
場
，
映
画
館
，
演
芸
場
若
し
く
は

観
覧
場
又
は
展
示
場
，
遊
技
場
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
も
の

で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

の
合
計
が
10,000平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の

チ
　
店
舗
，
飲
食
店
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
用
途
に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が

10,000平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ツ
　
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途

に
供
す
る
も
の
で
そ
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
3,000平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

テ
　
自
動
車
修
理
工
場
（
店
舗
等
の
内
に

附
設
さ
れ
，
か
つ
，
そ
の
作
業
場
の
床

面
積
の
合
計
が
300平

方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の
を
除
く
。
）

ト
　
風
営
法
第
2
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ

る
営
業
，
同
条
第
5
項
の
性
風
俗
関
連

特
殊
営
業
又
は
同
条
第
13項
の
接
客
業

務
受
託
営
業
を
営
む
も
の

愛
子
南
地
区
整
備
計
画

区
域

近
隣
サ
ー
ビ
ス
Ａ
地
区

近
隣
サ
ー
ビ
ス
Ｂ
地
区

近
隣
サ
ー
ビ
ス
Ｃ
地
区

商
業
業
務
地
区

警
察
官
派
出
所
等

第
7
条

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理　

由

愛
子
南
地
区
計
画
の
区
域
内
の
建
築
物
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
た
め
、現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
八
十
四
号
議
案

仙
台
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
八
項
」
に

改
め
る
。

一　

仙
台
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
八
十
七
号
）
第
五
条

二　

仙
台
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
七
号
）
第
六
条

三　

仙
台
市
交
通
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
八
号
）
第
七
条

四　

仙
台
市
ガ
ス
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
九
号
）
第
六
条

五　

仙
台
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
号
）
第
七
条

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
八
十
五
号
議
案

仙
台
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
中
「
三
十
一
万
五
千
円
」
を
「
政
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
補
償
基
礎
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る

金
額
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
（
政
令
の
改
正
に
際
し
定
め
ら
れ
た
同
条
の
規
定
に
係
る
経
過
措
置
の
規
定
の
適
用
に

係
る
葬
祭
補
償
の
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
経
過
措
置
の
規
定
に
よ
り
同
条
の
補
償
基
礎
額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る

金
額
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
）」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
改
正
を
考
慮
し
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
葬
祭

補
償
の
額
の
算
定
に
お
い
て
同
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
額
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第 86 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　 （国）286号（南赤石） 1号トンネル工事

2　工事施行場所　　仙台市太白区秋保町湯元字上原地内

3　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 2,469,500,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区片平一丁目 2番32号

　　　　　　　　　　安藤・間・深松組・河北建設共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　東京都港区東新橋一丁目 9番 1号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社安藤・間

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区荒巻本沢二丁目18番 1 号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社深松組

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市太白区泉崎二丁目23番41号

　　　　　　　　　　　　　　　河北建設株式会社
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第 87 号議案

市道路線の認定に関する件

市道の路線を次のとおり認定することにつき，道路法第 8条第 2項の規定により，議決を求め

る。

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

上 愛 子 樋 田 蛇 台 原 線 仙台市青葉区上愛子字樋田20番 6
　　　同　　上愛子字蛇台原55番12

郷 六 針 金 線 仙台市青葉区八幡七丁目12番 7
　　　同　　郷六字針金 9番 5

郡 山 谷 地 田 東 線 仙台市太白区郡山字谷地田東 3番 9
　　　同　　　　　　　　　 3番37

東 中 田 二 丁 目 3 号 線 仙台市太白区東中田二丁目326番 8
　　　同　　　　　　　　328番 2
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第 88 号議案

専決処分事項に関する件

地方自治法第179条第 1項の規定により，特に緊急を要した次の事項について別紙のとおり専

決処分したことにつき，同条第 3項の規定により，報告し，承認を求める。

仙台市市税条例の一部を改正する条例
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仙
台
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

�

仙
台
市
長　

郡　
　

和　

子　
　

仙
台
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
市
税
条
例
（
昭
和
四
十
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
、
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
）

第
三
十
二
条　

軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
か
ら
第
三
十
三
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
五（
見
出
し
を
含
む
。
）中「
種
別
割
」を「
軽
自
動
車
税
」に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
の
二
と
す
る
。

第
三
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
軽
自
動
車
税
」
に

改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
軽
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
軽
自
動
車
税
」

に
、「
第
四
百
四
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
四
百
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
四
百
六
十
三
条
の
十
九
第
一
項
」
を
「
第

四
百
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
項
か
ら
第
三
十
五
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
三
十
六
項
中
「
法
第
四
百
四
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
」
に
、「
以
下
」
を
「
次
項
及
び
附
則
第
三
十
二
項
に
お
い
て
」

に
改
め
、「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
三
十
項
と
す
る
。

附
則
第
三
十
七
項
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
三
十
一
項
と
す
る
。

附
則
第
三
十
八
項
中
「
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、「
及
び
次
項
」
を
削
り
、「
令
和

四
年
四
月
一
日
」を「
令
和
七
年
四
月
一
日
」に
、「
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」

を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
三
十
二
項
と
す
る
。

附
則
中
第
三
十
九
項
を
削
り
、
第
四
十
項
を
第
三
十
三
項
と
し
、
第
四
十
一
項
か
ら
第
四
十
三
項
ま
で
を
七
項
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
仙
台
市
市
税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
取
得
さ
れ
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
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つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

令
和
七
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第 89 号議案

仙台市資産等公開審査会の委員の委嘱に関する件

仙台市資産等公開審査会の委員金谷吉成，中林暁生，皆川潤，成田由加里及び橋浦佳子は令和

8年 6月30日に任期を満了するので，別紙の者を後任の委員に委嘱することにつき，仙台市資産

等公開審査会条例第 4条第 2項の規定により，同意を求める。
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※上記別紙の者は，蘆立順美，中林暁生，上林佑，東海林寛史及び澤田秀泰




